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Abstract: It is very important in Special Needs Education to implement educational 
instruction based upon Individualized Educational Program emphasizing child’s learning 
needs.　This study focuses on the discussion in “the Advisory Committee to Promote the 
Reform of Administrative Systems for Persons with Disabilities” and compares Korean 
Individualized Educational Program with Japanese Individualized Instruction Program 
following items which were recognized as main issues in the discussion of the Advisory 
Committee.　Korean Individualized Educational Program is compulsorily organized based 
on “Special Education Law for Persons with Disabilities” and contains most of items like 
“Rights of Parents and Persons with Disabilities”, “Prohibitions of Discrimination”, 
“Inclusive Education” and others which are mentioned in “The Primary Agenda of Basic 
Idea for Reformation of Administrative Systems for Persons with Disabilities” and “Penal 
Regulations against Discrimination” which is not mentioned in the agenda.　However, it 
was clear that there are some gaps and diffi  culties between administrative systems and 
real practices in Korea.　This study may contribute to show what we have to prepare in 
Japanese Special Needs Education and Regular Education following to the recommendation 
from “The Advisory Committee” in addition to predict/identify issues which can be solved. 
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１．はじめに

　2007年日本の特殊教育が特別支援教育に移行してか
ら３年が経過した。現在，文部科学省はその施策の実
現と制度の完成に向けて努力している。一方，国連「障
害者権利条約」1）を批准するために，「障がい者制度改
革推進会議」2）（2010）は，「障害者制度改革の推進の
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ための基本的な方向（第１次意見）（平成22年６月７
日）」として，「障害を理由とする差別の禁止法（仮称）」
の設定や「障害の有無にかかわらず，すべての子ども
は地域の小・中学校に就学し，かつ通常の学級に在籍
することを原則」とし，障害者が小 ･中学校等（とり
わけ通常の学級）に就学した場合に，当該校が「必要
な合理的配慮として支援を講じ」，「インクルーシブ教
育」を実現することを提案している。
　国連障害者権利条約が策定された背景をさかのぼる
と，国際連合は1970年代から障害者問題に注意を向け，
様々な障害者に関する権利宣言を出し，各国に行動計
画の実施を求めた。イタリア（1987）及びスウェーデ
ン（1989）は，法的拘束力のある障害者差別撤廃条約
化に向けた提案を行い，アメリカは，1990年に合理的
配慮を掲げた「障害のあるアメリカ人法」（ADA）を
制定した（中野，1997）。このADAは，その後，オー
ストラリアやイギリスをはじめ，多くの国の差別禁止
法の制定に影響を与えることになり，このような世界
的動向が国連障害者権利条約策定の背景となった。「障
がい者制度改革推進会議」の提案は，2007年に日本で
行われた特殊教育から特別支援教育への変化よりも大
きな変革を要求している。このような国際的変化は，
1994年ユネスコによるサラマンカ声明に代表されるよ
うに，国際機関や欧米では既に経験している事柄でも
ある。しかし , このとき気を付けなければならないの
は，人権思想や教育体制が欧米とは異なる東アジアで
実現可能かどうかである（肖放，2009）。
　一方，韓国では，上記のような内容が既に1994年か
ら「特殊教育振興法」3）（교육인적자원부，1994）によっ
て既に保障されている。また，「特殊教育振興法」は，
日本の「障害者制度改革の推進のための基本的な考え
方（第1次意見）」と類似している部分が多い。しかし，
「特殊教育振興法」は，実際に特殊教育現場を適切に
支援できない，近年の特殊教育の動向を十分反映でき
ない（교육과학기술부，2008）などの原因で，2008年
に「障害者等に関する特殊教育法」として改訂され，
その内容は個別化教育計画にも具体化されている。
　障害児に対する教育を継続的，効果的に実施するた
めには，個に応じた指導を計画的に実施する必要があ
る。それぞれの国で名称は異なるが，障害のある児童
生徒の個別のニーズに沿った教育計画を作成すること
は，最も重要な事柄の一つである。韓国の個別化教育
計画では，アメリカの IEP の影響を受けて「各級学
校の長は，特殊教育対象者の能力及び特性に適合した
個別化教育方法を工夫して，特殊教育対象者にとって，
その能力を最大限に発達させるように努める」（교육

인적자원부，1994）とし，特殊教育振興法によって作

成が義務付けられているが，それ以前にも教育部（日
本の文部科学省にあたる）の教育課程運営資料や研究
者の論文，各種学術セミナなどにおいて既に広く紹介
されていた（한현민，2008）。
　個別化教育計画に相当するものとして，日本でも
1999年から個別の指導計画の作成が特殊教育諸学校学
習指導要領において義務付けられた。個別の指導計画
は，「児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ
細かな指導が行えるよう，学校における教育課程や指
導計画，当該児童生徒の個別の教育支援計画等を踏ま
え，より具体的に児童生徒一人一人の教育的ニーズに
応じて，指導目標や指導内容・方法等を盛り込んだも
の」（文部科学省，2004）であり，特別支援教育にお
いて不可欠なものである。
　これまで，個別の指導計画に関する国際的な比較研
究は少なく，そのほとんどがアメリカの IEP との比
較研究（伊澤，2000；임안수，2002；김윤식・김남순，
2008；한현민，2008）であり，アジア諸国間との比較
研究は見当たらない。さらに，2009年12月に立ち上げ
られた「障がい者制度改革推進会議」の内容を視野に
入れた研究はまだ行われていない。「障がい者制度改
革推進会議」で議論されている内容は，韓国特殊教育
の内容とオーバーラップする部分が非常に多く，日本
の特別支援教育に新たにつけ加えるべき内容が多い。
韓国の個別化教育計画において起きた一連の変化を明
らかにすることは，今後，日本において「障がい者制
度改革推進会議」の提案を個別の指導計画や個別の教
育支援計画にどのように取り入れるかについて，話題
提供できると考える。
　以上のことから，本研究では，韓国の個別化教育計
画と日本の個別の指導計画について比較を行う。これ
らの比較を通じて，個別化教育計画と個別の指導計画
との差異を明らかにし，また「障がい者制度改革推進
会議」で議論されている内容が，個別の指導計画の関
連法規の中にどのように反映され，調整または修正さ
れる必要があるかを検討する。まさに，中央教育審議
会初等中等教育分科会「特別支援教育の在り方に関す
る特別委員会」の議論にも資するものと考える。

２． 韓国の「障害者等に関する特殊教育
法」における個別化教育計画に関す
る関連規定

　「障害者等に関する特殊教育法」（교육과학기술부，
2008）の第２条の第７では，「個別化教育とは，各級
学校の長が特殊教育対象者個人の能力を啓発するた
め，障害カテゴリーおよび障害特性に最も適切な教育



― 135 ―

韓国の個別化教育計画と日本の個別の指導計画に関する比較研究
― 「障がい者制度改革推進会議」の内容に着目して ―

目標・教育方法・教育内容・特殊教育関連サービスな
どが含まれた計画を立て，実施する教育を示す」と明
示されている。また，特殊教育関連サービスとは，特
殊教育対象者の教育を効率的に実施するために必要な
人的・物的資源を提供するサービスとして，相談支
援・家族支援・療育支援・補助員支援・光学機器支
援・学習機器支援・通学支援および情報アクセシビリ
ティー支援などを示している。以上のように，韓国の
個別化教育計画は，「障がい者制度改革推進会議」
（2010）で提起している「当該学校が障害児に対し，
必要な合理的配慮としての支援，障害児やその保護者
に対する支援に必要な措置」や「情報アクセス・コミュ
ニケーション保障」などの内容を既に含んでいること
が分かる。
　具体的な項目として「障害者等に関する特殊教育法」
第22条には，「各級学校の長は，特殊教育対象者の教
育的ニーズに応じた教育を提供するために保護者，特
殊教育教師，一般教育教師（統合学級教師），進路及
び職業教育担当教師，特殊教育関連サービス担当ス
タッフなどで個別化教育支援チームを構成する」とし，
支援チームへの統合学級教師の参加を明示している。
受験戦争と言われる韓国の家庭教育の状況にもかかわ
らず，公教育では「障害者等に関する特殊教育法」第
２条で統合教育の概念も定義しており，「インクルー
シブ教育」を積極的に推進していることが推察される。
　「障害者等に関する特殊教育法」施行規則第５条で
は，個別化教育計画を作成する際に当該特殊教育対象
者または，対象者の保護者に意見陳述機会を与え，作
成された個別化教育計画を閲覧するようにしなければ
ならないとしている。「障害者等に関する特殊教育法」
第16条には，①教育長または教育行政担当官は，特殊
教育支援センターから最終意見の通知を受けた日よ
り，２周間以内に特殊教育対象者に対する選定結果お
よび提供する教育支援内容を決定し，保護者に書面で
通知しなければならない。②診断・評価過程において
は，保護者の意見陳述の機会が充分に保障されなけれ
ばならない。「障害者等に関する特殊教育法」第38条
の罰則では，個別化教育支援チームへの保護者参加を
妨げる者，および障害を理由として特殊教育対象者の
入学を拒否した者については300万ウォン以下の罰金
を与えると規定されている。上記の項目からは，教育
における障害を理由とする差別の禁止と罰則規定が設
けられており，保護者の権利も法律的に保障されてい
ることが伺える。
　「障害者等に関する特殊教育法」第22条では，特殊
教育対象者が他校に転校または進学する場合，転出さ
せる学校は転入先の学校へ，個別化教育計画を14日以

内に送付することが述べられている。同法第36条には，
特殊教育対象者及び保護者は就学・転学先などに異議
がある際には，都道府県・市町村特殊教育運営委員会
などに再審請求することができるとしている。特殊教
育法施行令11条では，教育長または教育行政担当官は，
特殊教育対象者を就学・転入させる際には対象となる
学校と本人に文書で通知する規定がある。また，第36
条では，①特殊教育対象者または保護者は，教育長ま
たは各級学校長による就学措置に対して異議がある場
合には，該当都道府県・市町村特殊教育運営委員会に
審査請求することができる。②審査決定に異議がある
特殊教育対象者または保護者は，通知を受けた日より
90日以内に行政審判を提起することができると規定さ
れている。
　「障がい者制度改革推進会議」（2010）では，就学先
や就学先における必要な合理的配慮及び支援の内容を
決定する際に，本人・保護者，学校，学校設置者の三
者の合意を義務付ける仕組みとし，合意が得られない
場合には，インクルーシブ教育を推進する専門家及び
障害当事者らによって構成される第三者機関による調
整を求めることができる仕組みを設けるとされてい
る。韓国では既に法律に規定されており，個別化教育
計画に反映される仕組みになっている。
　このように，「障がい者制度改革推進会議」の提案
の内容には，韓国では既に法律的に保障されており，
さらに，個別化教育計画の作成のための関連規定も具
体化されている。個別化教育計画は，韓国でも特殊教
育を支える重要な柱であり， 特殊教育対象者の個人差
を考慮した最も適切な教授－学習条件を提供したもの
（정대영，1995）であり，一人一人の児童生徒の特性
に合わせた教育課程を強化するとされている。

３． 韓国の個別化教育計画と日本の個別
の指導計画との比較

　日本の個別の指導計画は，学習指導要領において作
成が明示されているので，准法規的な義務付けが行わ
れているが，作成に関する法律上の規定はない。韓国
の個別化教育計画は，その作成について，「障害者等
に関する特殊教育法」（2008）と同法施行規則に規定
されている。韓国の「特殊教育振興法」（1994）と「障
害者等に関する特殊教育法」（2008）の個別化教育計
画と，日本の学習指導要領（1999，2009）における個
別の指導計画の内容を（1）対象，（2）構成要素，（3）
作成者，（4）結果の報告・説明義務，（5）作成期限，（6）
保護者参加の項目について比較したのが表１である。
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１）対象者について
　韓国では，1994年から「各級学校の長は特殊教育対
象者の能力および特性に適合した個別化教育方法を講
じ，特殊教育対象者の能力を最大限に発達させなけれ
ばならない」（교육인적자원부，1994）とし，すべて
の特殊教育対象者について個別化教育計画を作成する
ようになった。日本では，1999年学習指導要領におい
ては，重複障害者と自立活動だけに個別の指導計画を
作成するよう決められていたが，2007年特殊教育が特
別支援教育へ移行してからは，すべての障害児に対し
て個別の指導計画を作成できるようになった。
２）指導計画の内容について
　韓国の「特殊教育振興法」および「障害者等に関す
る特殊教育法」における個別化教育計画と日本の学習
指導要領（1999，2009）での個別の指導計画の構成要
素は，どちらも実態把握，指導目標，指導内容，評価

など同様の内容である。しかし，「特殊教育振興法」
内の一つの項目であった「その他の委員会が定める事
項」に，2008年の「障害者等に関する特殊教育法」で
は，「関連サービスの内容と方法など」の項目が追加
された。前述したように，特殊教育関連サービスとは，
特殊教育対象者の教育を効率的に実施するために必要
な人的・物的資源を提供するサービスであり，「障害
児やその保護者に対する必要な合理的配慮としての支
援」を示す。「関連サービスの内容と方法など」を追
加することで，多様かつ障害の特性に適合した福祉
サービスを提供する根拠を備えたと言える。また，対
象児童生徒の「現在の学習水準」という従来の表現か
ら「特別な教育的支援を必要としている領域について」
として具体化され，現実的な個別化教育計画の作成が
可能になった。

表１　韓国の個別化教育計画と日本の個別の指導計画の関連規定要約比較表

韓国 日本

項目 特殊教育振興法

（1994）
障害者等に関する

特殊教育法（2008）
学習指導要領

（1999）
学習指導要領

（2009）

対象
すべての

特殊教育対象者

すべての

特殊教育対象者

重複障害

自立活動時
すべての障害児

内容

項目

プロフィール，現在学

習水準，長・短期教育

目標，教育開始と終了

時期，教授の方法，評

価計画，その他委員会

が定める事項

プロフィール，現在学

習水準，教育目標，教

育方法，評価計画，関

連サービスの内容と方

法など

実態把握

指導目標

指導内容

実態把握

指導目標

指導内容，

評価

作

成

者

5 人以上 10人以下（委

員長「学校長」含む）

で構成，委員会の構成

及び運営などに関する

必要な事項は当該学校

の学則として定める

保護者，特殊教育教師，

一般教育教師，進路・

就職教育担当教師，関

連サービス担当スタッ

フなど

教師の協力，専門の医師

との連携（解説にて）

教師間の協力，必要に

応じて外部の専門家や

保護者等と連携を

図っていく（解説にて）

結果

報告

義務

規定なし

学期ごとに学業到達度

評価を実施し，結果を

特 殊 教 育 対 象 者 ま た

は対象者の保護者に

報告

規定なし

学習状況や結果の

評価について説明

（解説にて）

作成

時期

毎学年が始まる前（学

期 中 配 置 さ れ た 場 合

は，その日より 30日以

内）

教 育 措 置 決 定 後 作 成

（毎学期が始まった日

より 30日以内）転校時

送付

規定なし 規定なし

保護者

参加

意見陳述の機会を

与える

個別化教育支援チーム

の一員

保護者との連携に十分

配慮する必要がある

（解説にて）

保護者から話を聞く

（解説にて）
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３）指導計画の作成者について
　韓国の「特殊教育振興法」では「委員長１人を含む
５人以上10人以下の委員として個別化教育委員会を構
成し，委員会の構成及び運営などに関する必要な事項
は当該学校の学則として定める」としていたが，「障
害者等に関する特殊教育法」では「学年が始まった日
より２週間以内に保護者，特殊教育教師，一般教育教
師，進路および就職教育担当教師，特殊教育関連サー
ビス担当スタッフなどと個別化教育計画支援チームを
構成する」と規定された。「特殊教育振興法」では個
別化教育委員会の構成と運営委員会を当該学校側に委
任することだけであったが，その権限と責任が不明確
であった。「障害者等に関する特殊教育法」では，個
別化教育計画支援チームを特殊教育の対象者の保護
者，特殊教育教師などで構成するよう規定しており，
またその支援チームの結成期限についても言及してい
る。障害のある児童生徒の多様な教育的ニーズに合わ
せて，多様なスタッフで協力・議論する「個別化教育
支援チーム」を通じて総合的に計画する。更に，この
個別化教育委員会に当該特殊教育対象者の保護者が何
らかの理由で参加できない場合，保護者団体の長が代
理として参加できる。
　一方，日本では個別の指導計画（1999，2009）作成
時には，現実的には主に担当教師が作成することに
なっており，学習指導要領では作成者については言及
しておらず，学習指導要領の解説（2009）に「教師間
の協力の下で，適切な方法を活用して進めるとともに，
多面的な判断ができるように，必要に応じて外部の専
門家や保護者等と連携を図っていくことも考慮する必
要がある」と記述され，他機関との連携は個別の教育
支援計画で行うとされている。作成の主体者はあくま
でも教師であり，従って個別の指導計画に関する責任
は教師にある（安藤，2001）と思われる。今後は，作
成メンバーなどについて明確に指定し，保護者の参加
の仕方などについても積極的に考えていく必要があ
る。
４）指導計画の結果の報告・説明について
　韓国では個別化教育計画の実施結果の報告について
は，「特殊教育振興法」では規定がなかったが，「障害
者等に関する特殊教育法」では「各級学校長は，学期
ごとに個別化教育計画による学業到達度評価を実施
し，その結果を特殊教育対象者または対象者の保護者
に報告しなければならない」と規定している。特殊教
育対象者に対する評価をおろそかにすることを避ける
ために，学期ごとに学業到達度評価の実施を規定した。
　日本の学習指導要領（1999，2009）では，個別の指
導計画の実施結果報告について特に規定されていない

が，PDCAサイクルの中にツールとして使用される
ことがあげられている。学習指導要領の解説に「保護
者には，学習状況や結果の評価について説明する」と
言及されている。個別の計画を作成するということは，
保護者に対するアカウンタビリティ（説明責任）があ
ること（安藤，2001），これは保護者の権利保障にも
繋がると考えられる。
５）指導計画の作成期限と保護者参加について
　韓国の「特殊教育振興法」では，個別化教育計画を
学年が始まる前に作成しなければならないとしていた
が，「障害者等に関する特殊教育法」では「新学期が
始まった日より30日以内に個別化教育計画を作成しな
ければならない」と規定されている。これまで対象児
童生徒の状況を把握する前（学年が始まる前）に個別
化教育計画を作成すべきとした内容を実行可能な状況
に訂正した。
　また，保護者参加について「特殊教育振興法」では，
「保護者に意見陳述の機会を提供し，選定と学校指定
に対して特殊教育審査委員会に再審査を請求する権利
がある」と規定されており，「障害者等に関する特殊
教育法」では「保護者が個別化教育支援チームに参加
し，学期ごとの評価による結果の報告を受ける」「診
断・評価の過程においては，保護者の意見陳述の機会
を充分に保障されなければならない」と定められてい
る。このように，保護者は個別化教育計画の作成への
参加義務があると同時に保護者としての権利も保障さ
れている。
　日本の学習指導要領では，個別の指導計画作成につ
いて保護者の権利を規定した文言はないが，家庭との
連携をとることが求められている。「学校教育法施行
令第18条の２」で障害のある児童の就学先の決定に際
して保護者の意見聴取を義務付けて保護者の就学時の
意見について言及しているが，個別の指導計画の作
成・実施・評価の過程における保護者の権利は規定さ
れておらず，学習指導要領の解説において「保護者と
の連携に十分配慮する必要がある，保護者から話を聞
く」と言及されている。

４．おわりに

　本研究では，「障がい者制度改革推進会議」の議論
と同じ内容が韓国の個別化教育計画ではどのように反
映されているかを考察した。また韓国の個別化教育計
画と日本の個別の指導計画について関連規定の比較を
行い，その差異について検討した。韓国の個別化教育
計画は，その作成が法律に義務付けられており，また，
欧米や国際機関で既に認知されている「障害者や保護
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者の権利」，「差別の禁止」，「インクルーシブ教育」な
どの内容をほとんど含んでおり，日本の「障害者制度
改革の推進のための基本的な考え方（第１次意見）（平
成22年６月７日）」の内容を越えるものが含まれてい
る。一方，日本の個別の指導計画は学習指導要領にお
いて作成が明示されて，準法規的な対応が義務付けら
れるが，作成に関する法律上の規定はない。日本と教
育的，文化的，社会的，政治的背景等が異なるので，
韓国のシステムをそのまま日本に導入することは難し
いが，今後，国際的な動向に合わせ，個別の指導計画
の作成を法律的に位置づけ，「障害者制度改革の推進
のための基本的な考え方（第１次意見）（平成22年６
月７日）」の内容も導入すべきであろう。
　しかし，韓国の現実を見るとき，以下のような課題
もあることに注意すべきである。韓国の個別化教育計
画に関する諸研究において，個別化教育計画の制度化
と実際の現実は乖離している（윤광보，2008；정주영，
2009），個別化教育計画に対する教師の理解不足，専
門性の欠如に対処する支援体制が整っていない（한현

민，2008）ことも指摘されている。また，個別化教育
計画作成の時期や期限について，障害カテゴリーや障
害の程度と関係なく，規定通り期限内で策定可能かど
うかも検証する必要がある。さらに，個別化教育計画
が実際どれだけ実行されているかを検証すべきであろ
う。韓国の特殊教育で生じている様々な改革と課題を
研究することは，「障がい者制度改革推進会議」が提
案した内容を日本の特別支援教育や通常の教育内で実
施した場合，何を準備すべきか，あるいはどんな課題
が生ずる可能性があるかを示してくれるのではない
か。
　本研究は，国連障害者権利条約の批准に向けて，中
央教育審議会初等中等教育分科会に「特別支援教育の
在り方に関する特別委員会」が設置された特別委員会
に重要な情報を与えることができると考える。

【注】

１）2006年12月に採択された「国連障害者の権利条約」
は，障害のある人の基本的人権を促進・保護するこ
と，固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする
国際的原則である。
２）2009年12月８日，閣議決定により障害者権利条約
の締結に必要な国内法の整備と日本の障害者制度の
集中的な改革を行うために，「障がい者制度改革推
進本部」が内閣に設置された。平成22年に入ってか
ら開催された会議は，平成22年５月17日で第11回目
を迎えている。

３）日本では，2007年に特殊教育から特別支援教育へ
名称の変更が行われたが，韓国では現在でも漢字表
記では「特殊教育」となっている。特殊教育振興法
は，特殊教育を必要とする人々に国家及び地方自治
団体が適切で平等な教育機会を提供し，教育方法及
び諸条件を改善するために自主的な生活能力を養う
ことによって，彼らの生活安定と社会参加に寄与す
ることを目的としており，第１章に目的，定義など
に関する内容が９項目，第４章に特殊教育対象者の
選定，就学などに関する内容が４項目，第３章に特
殊教育方法に関する内容が９項目，第４章に附則５
項目，第５章に罰則などで構成されている。
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